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則

山
梨
県
規
則
第
八
十
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「
皮
膚
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
泌
尿
器
科

別
表
第
六
中
央
病
院
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
を
「
皮
膚
科
」
に
、

を
「
泌
尿
器
科

健
康
管
理
科
」

産
科
　
　
」

「

「

総
合
周
産
期
母
子
医
　
母
性
科

」
に
、

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
療
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
新
生
児

」

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

「
生
化
学
検
査
科

「
検
体
検
査
科

血
液
生
理
検
査
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
救
急
看
護
科
　
　
「
外

科
　
　
　
　
　
　
に
、

を
　
生
理
検
査
科
　
に
、

を

病
理
細
胞
検
査
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
来
看
護
科
」

周

病
理
検
査
科
」

」

微
生
物
血
清
検
査
科
」

来
看
護
科

に
改
め
る
。

産
期
・
救
急
看
護
科
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
八
十
一
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
生
化
学
検
査
科
、
血
液
生
理
検
査
科
、
病
理
細
胞
検
査
科
及
び
微
生
物

血
清
検
査
科
」
を
「
検
体
検
査
科
、
生
理
検
査
科
及
び
病
理
検
査
科
」
に
、「
病
源
体
」
を
「
病
原
体
」

に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
七
号

山
梨
県
県
民
保
健
医
療
意
識
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例
（
昭
和

二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
二
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
一
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年

九
月
二
十
日

第
千
二
百
二
十
九
号

木　曜　日



平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
調
査
の
目
的

県
民
の
保
健
医
療
に
関
す
る
受
療
実
態
、
意
識
等
を
把
握
し
、
平
成
十
四
年
度
に
策
定
を
予
定
し

て
い
る
山
梨
県
地
域
保
健
医
療
計
画
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
調
査
事
項

１
　
調
査
対
象
者
の
年
齢
、
性
別
、
家
族
構
成
、
職
業
及
び
居
住
市
町
村

２
　
過
去
一
年
間
の
受
療
経
験
の
詳
細

３
　
過
去
三
年
間
の
入
院
経
験
の
詳
細

４
　
過
去
一
年
間
の
出
産
経
験

５
　
か
か
り
つ
け
医
又
は
医
療
機
関
の
選
び
方

６
　
夜
間
及
び
休
日
の
診
療
に
つ
い
て

７
　
健
康
状
態
並
び
に
健
康
に
対
す
る
意
識
及
び
心
が
け

８
　
医
療
関
連
施
設
に
関
す
る
要
望

９
　
保
健
所
サ
ー
ビ
ス
の
周
知
度
及
び
利
用
実
態
並
び
に
保
健
所
へ
の
要
望

１０
　
二
十
歳
未
満
の
家
族
の
受
療
動
向

三
　
調
査
範
囲

１
　
調
査
地
域

山
梨
県
全
域

２
　
調
査
対
象

県
内
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
二
十
歳
以
上
の
者
（
四
千
五
百
人
）

四
　
調
査
の
期
日

平
成
十
三
年
十
月
一
日
を
調
査
基
準
日
と
し
、
同
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
を
調

査
機
関
と
す
る
。

五
　
調
査
の
方
法

自
計
式
調
査
と
し
、
調
査
票
の
配
布
及
び
回
収
は
、
郵
送
に
よ
り
行
う
。

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
甲
府
玉
穂
中
道
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

東
八
代
郡
中
道
町
大
字
右
左
口
字
七
覚
下
四
〇
七

旧

一
〇
・
〇
〜

一
四
〇
・
〇

九
番
の
一
地
先
か
ら

一
二
・
五

東
八
代
郡
中
道
町
大
字
右
左
口
字
後
呂
三
一
五
〇

番
の
一
地
先
ま
で

新

一
〇
・
四
〜

一
四
〇
・
〇

二
五
・
六

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
河
口

湖
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
字
の
区
域
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
処
分
は
、
土
地

改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地
処
分
の
公

告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

変
更
前
の
字
の
区
域

変
更
後
の
字
の
区
域

大
字
大
石
字
芋
切
五
五
八
の
二
、
五
五
九
の
二

大
字
大
石
字
奥

大
字
大
石
字
芝
原
一
九
四
五
の
二
、
一
九
四
六

の
一
、
一
九
四
八
の
一
、
一
九
四
八
の
三
、
一

九
四
九
、
一
九
五
〇
、
一
九
五
一
の
一
、
一
九

五
一
の
三
、
一
九
五
二
の
一
､
一
九
五
二
の
三
、

一
九
六
〇
の
一
、
一
九
六
〇
の
三
、
一
九
六
一

の
一
、
一
九
六
一
の
三
、
一
九
六
五
の
一
、
一

九
六
五
の
三
、
一
九
六
六
、
一
九
六
七
、
一
九

六
八
の
一
、
一
九
六
八
の
二
、
一
九
七
〇
の
二
、

一
九
七
一
、
一
九
七
二
の
一
、
一
九
七
二
の
三
、

一
九
七
二
の
四
、
一
九
七
三
の
一
、
一
九
七
三

の
二
、
一
九
七
四
か
ら
一
九
八
二
ま
で
、
一
九

八
三
の
一
か
ら
一
九
八
三
の
三
ま
で
、
一
九
八

四
か
ら
一
九
九
一
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
字
大
石
字
沖
ノ
久
保
井
一
九
九
二
の
二
、
一

九
九
三
の
二
、
一
九
九
四
の
三
、
二
〇
〇
七
か

ら
二
〇
一
二
ま
で
、
二
〇
二
〇
の
二
、
二
〇
二

一
、
二
〇
二
二
の
一
、
二
〇
二
三
か
ら
二
〇
二

五
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路

で
あ
る
国
有
地
の
一
部

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
二
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

五
一
二



大
字
大
石
字
久
保
井
二
〇
二
六
の
一
及
び
こ
の

区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
字
大
石
字
下
ノ
奥
二
一
八
四
の
四
、
二
一
九

〇
、
二
一
九
二
か
ら
二
一
九
五
ま
で
、
二
一
九

六
の
一
、
二
一
九
六
の
三
、
二
一
九
八
の
一
、

二
一
九
九
、
二
二
〇
〇
の
一
、
二
二
〇
一
、
二

二
〇
二
の
一
､
二
二
〇
三
か
ら
二
二
一
一
ま
で
、

二
二
一
二
の
一
、
二
二
一
三
の
一
、
二
二
一
五

か
ら
二
二
一
七
ま
で
、
二
二
一
九
の
二
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
国

有
地
の
一
部

大
字
大
石
字
長
林
二
二
二
〇
か
ら
二
二
二
六
ま

で
、
二
二
二
七
の
一
、
二
二
二
七
の
二
、
二
二

二
八
か
ら
二
二
三
八
ま
で
、
二
二
三
八
の
乙
、

二
二
三
九
か
ら
二
二
七
四
ま
で
、
二
二
七
五
の

一
、
二
二
七
五
の
二
、
二
二
七
六
､
二
二
七
七
、

二
二
七
八
の
一
、
二
二
七
八
の
二
、
二
二
七
九

か
ら
二
二
九
一
ま
で
、
二
二
九
二
の
二
、
二
二

九
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

公
　
　
　
告

�

基
準
地
の
標
準
価
格

国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
に
お
け
る
基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
価
格
を
判
定
し
た
の
で
、

山
梨
県
企
画
部
県
民
室
県
民
生
活
課
に
お
い
て
関
係
図
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

�

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
猿
橋

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

藤
本
　
長
輝

大
月
市
猿
橋
町
藤
崎
九
六
二
番
地

平
成
十
一
年
四
月
三
十
日

同

小
坂
　
一
雄

同
　
　
　
　
　
猿
橋
八
四
番
地

同

同

小
林
　
恒
雄

同
　
　
　
　
　
朝
日
小
沢
一
〇
四
二
番
地
同

同

花
上
　
喜
章

同
　
　
　
　
　
小
沢
一
五
四
三
番
地

同

同

奈
良
　
　
勉

同
　
　
　
　
　
猿
橋
五
六
番
地

同

同

知
見
　
　
敬

同
　
　
　
　
　
小
沢
二
六
二
六
番
地

同

同

藤
本
　
広
元

同
　
　
　
　
　
藤
崎
四
七
二
番
地

同

同

長
坂
　
　
孟

同
　
　
　
　
　
　
　
五
六
五
番
地

同

同

藤
本
　
義
和

同
　
　
　
　
　
　
　
三
九
六
番
地

同

同

和
田
　
国
基

同
　
　
　
　
　
　
　
五
八
〇
番
地

同

同

小
林
　
　
肇

同
　
　
　
　
　
　
　
九
四
五
番
地

同

監
　
事

藤
本
　
高
義

同
　
　
　
　
　
　
　
四
七
三
番
地

同

同

小
俣
　
秀
一

同
　
　
　
　
　
　
　
五
二
三
番
地

同

同

安
藤
　
恵
治

同
　
　
　
　
　
猿
橋
一
七
六
二
番
地

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

藤
本
　
長
輝

大
月
市
猿
橋
町
藤
崎
九
六
二
番
地

平
成
十
一
年
五
月
一
日

同

小
坂
　
一
雄

同
　
　
　
　
　
猿
橋
八
四
番
地

同

同

小
林
　
恒
雄

同
　
　
　
　
　
朝
日
小
沢
一
〇
四
二
番
地
同

同

白
川
美
千
子

同
　
　
　
　
　
小
沢
八
四
五
番
地

同

同

白
須
　
五
郎

同
　
　
　
　
　
伊
良
原
二
三
番
地

同

同

知
見
　
　
敬

同
　
　
　
　
　
小
沢
二
六
二
六
番
地

同

同

椙
本
三
千
秋

同
　
　
　
　
　
猿
橋
一
七
五
一
番
地
一

同

同

長
坂
　
　
孟

同
　
　
　
　
　
藤
崎
五
六
五
番
地

同

同

藤
本
　
　
誠

同
　
　
　
　
　
　
　
四
八
七
番
地

同

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
二
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

五
一
三



同

和
田
　
正
勝

同
　
　
　
　
　
　
　
七
一
一
番
地

同

同

小
林
　
　
肇

同
　
　
　
　
　
　
　
九
四
五
番
地

同

監
　
事

藤
本
　
博
明

同
　
　
　
　
　
　
　
四
一
四
番
地

同

同

椙
本
　
清
吉

同
　
　
　
　
　
　
　
三
六
二
番
地

同

同

藤
本
　
正
造

同
　
　
　
　
　
　
　
四
七
〇
番
地

同

�

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
猿
橋

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

藤
本
　
長
輝

大
月
市
猿
橋
町
藤
崎
九
六
二
番
地

平
成
十
三
年
四
月
三
十
日

同

小
林
　
恒
雄

同
　
　
　
　
　
朝
日
小
沢
一
〇
四
二
番
地
同

同

藤
本
　
　
誠

同
　
　
　
　
　
藤
崎
四
八
七
番
地

同

同

長
坂
　
　
孟

同
　
　
　
　
　
　
　
五
六
五
番
地

同

同

白
須
　
五
郎

同
　
　
　
　
　
伊
良
原
二
三
番
地

同

同

和
田
　
正
勝

同
　
　
　
　
　
藤
崎
七
一
一
番
地

同

同

椙
本
三
千
秋

同
　
　
　
　
　
猿
橋
一
七
五
一
番
地
一

同

同

知
見
　
　
敬

同
　
　
　
　
　
小
沢
二
六
二
六
番
地

同

同

小
坂
　
一
雄

同
　
　
　
　
　
猿
橋
八
四
番
地

同

同

白
川
美
千
子

同
　
　
　
　
　
小
沢
八
四
五
番
地

同

同

小
林
　
　
肇

同
　
　
　
　
　
藤
崎
九
四
五
番
地

同

監
　
事

藤
本
　
博
明

同
　
　
　
　
　
　
　
四
一
四
番
地

同

同

椙
本
　
清
吉

同
　
　
　
　
　
　
　
三
六
二
番
地

同

同

藤
本
　
正
造

同
　
　
　
　
　
　
　
四
七
〇
番
地

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

藤
本
　
長
輝

大
月
市
猿
橋
町
藤
崎
九
六
二
番
地

平
成
十
三
年
五
月
一
日

同

小
林
　
恒
雄

同
　
　
　
　
　
朝
日
小
沢
一
〇
四
二
番
地
同

同

藤
本
　
　
誠

同
　
　
　
　
　
藤
崎
四
八
七
番
地

同

同

長
坂
　
　
孟

同
　
　
　
　
　
　
　
五
六
五
番
地

同

同

白
須
　
五
郎

同
　
　
　
　
　
伊
良
原
二
三
番
地

同

同

和
田
　
正
勝

同
　
　
　
　
　
藤
崎
七
一
一
番
地

同

同

安
藤
　
恵
治

同
　
　
　
　
　
猿
橋
一
七
六
二
番
地

同

同

知
見
　
　
敬

同
　
　
　
　
　
小
沢
二
六
二
六
番
地

同

同

加
藤
　
宗
光

同
　
　
　
　
　
猿
橋
一
五
七
番
地

同

同

白
川
美
千
子

同
　
　
　
　
　
小
沢
八
四
五
番
地

同

同

小
林
　
　
肇

同
　
　
　
　
　
藤
崎
九
四
五
番
地

同

監
　
事

藤
本
　
林
正

同
　
　
　
　
　
　
　
五
二
二
番
地

同

同

藤
本
　
広
元

同
　
　
　
　
　
　
　
四
七
二
番
地

同

同

藤
本
　
高
義

同
　
　
　
　
　
　
　
四
七
三
番
地

同

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
堀
　
　
内
　
　
　
　
　
茂

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
中
央
病
院
の
項
（３）
中
「
生
化
学
検
査
科
、
血
液
生
理
検
査
科
、
病
理
細
胞
検
査
科
、
微
生

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
二
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

五
一
四



物
血
清
検
査
科
」
を
「
検
体
検
査
科
、
生
理
検
査
科
、
病
理
検
査
科
」
に
改
め
、
同
項
（６）
を
「
周
産

期
・
救
急
看
護
科
に
勤
務
す
る
看
護
婦
、
看
護
士
、
准
看
護
婦
、
准
看
護
士
で
人
事
委
員
会
が
調
整
を

必
要
と
認
め
る
者
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
堀
　
　
内
　
　
　
　
　
茂

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８
　
分
娩
介
助
手
当
は
、
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る
給
料
の
調
整
を
受
け
る
職
員
に
は
支

給
し
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
六
年
九
月
十
九
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
風
　
　
間
　
　
善
　
　
樹

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

テ
ク
ノ
コ
ー
シ
ン
株
式
会
社
　
代

回
胴
式
遊
技
機

キ
ワ
メ
ー

テ
ク
ノ
コ

一
四
〇
三
〇
五

表
取
締
役
　
河
田
節
子

規
則
第
六
条
第

３
０

ー
シ
ン
株

東
京
都
台
東
区
台
東
三
丁
目
六
番

二
号
（
別
表
第

式
会
社

一
三
号

五
）

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
男
の

株
式
会
社

一
〇
〇
三
四
〇

役
　
井
置
定
男

機

花
道
Ｖ

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

〇
一
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

ア
ル
ゼ
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

フ
ァ
ン
キ

ア
ル
ゼ
株

一
四
〇
三
三
二

岡
田
和
生

規
則
第
六
条
第

ー
ダ
イ
ナ

式
会
社

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

マ
イ
ト
Ｓ

地
二
五

五
）

Ｒ

株
式
会
社
ミ
ズ
ホ
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
が
ん

株
式
会
社

一
〇
〇
三
四
六

安
藤
壽
雄

機

ば
り
マ
ッ

ミ
ズ
ホ

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

規
則
第
六
条
第

ス
ル
Ｘ

地
二
五

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
エ
イ
ペ
ッ
ク
ス
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

フ
ァ
イ
ア

株
式
会
社

一
四
〇
三
二
一

取
締
役
　
望
月
光
三

規
則
第
六
条
第

エ
レ
メ
ン

エ
イ
ペ
ッ

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
四
番

二
号
（
別
表
第

ト

ク
ス

九
号

五
）

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
風
　
　
間
　
　
善
　
　
樹

別
表
第
三
中

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
二
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

五
一
五



「
六
七
〇

県
道
河

南
都
留
郡
河
口
湖
町
大

車
両（

平
成
一

富
士
平
成
一
三
年
六
月
七

口
湖
富

字
船
津
字
剣
丸
尾
六
、

路
線
バ

三
年
八

吉
田
日

士
線

六
六
三
番
地
先
（
富
士

ス
、
大

月
一
一

告
示
第
二
三
号

ス
バ
ル
ラ
イ
ン
料
金
所

型
バ
ス

日
〇
時

）
か
ら
南
都
留
郡
鳴
沢

、
マ
イ

か
ら
同

村
大
字
富
士
山
八
、
五

ク
ロ
バ

月
二
〇

四
五
番
地
の
一
先
（
富

ス
、
タ

日
二
四

士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
終
点

ク
シ
ー

時
ま
で

部
）
ま
で
（
二
三
、
五

、
ハ
イ

の
間

〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

ヤ
ー
及

び
軽
車

両
並
び

に
下
山

車
両
を

除
く
。)

」

を「
六
七
〇

県
道
河

南
都
留
郡
河
口
湖
町
大

車
両（

平
成
一

富
士
平
成
一
三
年
六
月
七

口
湖
富

字
船
津
字
剣
丸
尾
六
、

路
線
バ

三
年
八

吉
田
日

士
線

六
六
三
番
地
先
（
富
士

ス
、
大

月
一
一

告
示
第
二
三
号

ス
バ
ル
ラ
イ
ン
料
金
所

型
バ
ス

日
〇
時

）
か
ら
南
都
留
郡
鳴
沢

、
マ
イ

か
ら
同

村
大
字
富
士
山
八
、
五

ク
ロ
バ

月
二
〇

四
五
番
地
の
一
先
（
富

ス
、
タ

日
二
四

士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
終
点

ク
シ
ー

時
ま
で

部
）
ま
で
（
二
三
、
五

、
ハ
イ

の
間

〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

ヤ
ー
及

び
軽
車

両
並
び

に
下
山

車
両
を

除
く
。)

六
七
一

市
道

韮
崎
市
大
草
町
上
条
東

車
両（

七
時
か

韮
崎
平
成
一
三
年
九
月
二

割
八
一
一
番
地
先
（
山

軽
車
両

ら
九
時

〇
日

本
要
方
南
側
交
差
点
西

を
除
く

ま
で
及

告
示
第
三
八
号

側
）
か
ら
韮
崎
市
上
条

。)

び
一
四

東
割
八
七
四
番
地
の
七

時
か
ら

先
（
山
本
健
一
方
南
西

一
六
時

角
交
差
点
東
側
）
ま
で

ま
で
（

（
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

た
だ
し

、
日
曜

・
休
日

を
除
く

。)

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「
四
、
七
七
七

国
道
一

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
、
七
一
六
番

四

富
士

平
成
一
三
年
八
月

三
九
号

地
先
（
市
立
病
院
入
口
交
差
点
）

吉
田

九
日

富
士
見

告
示
第
三
二
号

バ
イ
パ

ス

」

を「
四
、
七
七
七

国
道
一

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
、
七
一
六
番

四

富
士

平
成
一
三
年
八
月

三
九
号

地
先
（
市
立
病
院
入
口
交
差
点
）

吉
田

九
日

富
士
見

告
示
第
三
二
号

バ
イ
パ

ス

四
、
七
七
八

町
道
櫛

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
上
今
井
九
九
六
番

四

小
笠

平
成
一
三
年
九
月

形
若
草

地
先
（
県
営
豊
団
地
北
側
交
差
点
）

原

二
〇
日

線

告
示
第
三
八
号

四
、
七
七
九

町
道
櫛

中
巨
摩
郡
甲
西
町
落
合
七
五
六
番
地

一

小
笠

平
成
一
三
年
九
月

形
甲
西

の
四
先
（
市
橋
組
西
側
交
差
点
）

原

二
〇
日

増
穂
線

告
示
第
三
八
号

四
、
七
八
〇

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
清
水
一
四
九
番
地

一

小
笠

平
成
一
三
年
九
月

の
四
先
（
長
沢
治
郎
方
南
東
角
交
差

原

二
〇
日

点
）

告
示
第
三
八
号

四
、
七
八
一

県
道
若

中
巨
摩
郡
白
根
町
上
今
諏
訪
六
四
〇

四

小
笠

平
成
一
三
年
九
月

草
双
葉

番
地
先
（
日
本
通
運
㈱
甲
府
支
店
北

原

二
〇
日

線

東
角
交
差
点
）

告
示
第
三
八
号

四
、
七
八
二

国
道
一

韮
崎
市
藤
井
町
北
下
条
一
、
三
一
四

二

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

四
一
号

番
地
先
（
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
㈱
韮

二
〇
日

崎
寮
研
修
セ
ン
タ
ー
西
方
丁
字
路
交

告
示
第
三
八
号

差
点
）

四
、
七
八
三

県
道
韮

韮
崎
市
藤
井
町
南
下
条
四
三
番
地
先

二

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

崎
昇
仙
（
㈱
韮
崎
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
北

二
〇
日

峡
線

側
交
差
点
）

告
示
第
三
八
号

四
、
七
八
四

市
道

韮
崎
市
藤
井
町
駒
井
一
、
九
一
二
番

一

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
韮
崎
北
東
小
学
校
正
門
前
交

二
〇
日

差
点
）

告
示
第
三
八
号

四
、
七
八
五

国
道
五

韮
崎
市
竜
岡
町
下
条
南
割
二
二
三
番

一

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

二
号

地
の
一
先
（
秋
山
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

二
〇
日

北
東
角
交
差
点
）

告
示
第
三
八
号

四
、
七
八
六

町
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
井
二
、
〇
五

二

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

九
番
地
の
一
先
（
内
藤
健
一
方
西
方

二
〇
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
二
十
九
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年
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月
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日

五
一
六



丁
字
路
交
差
点
）

告
示
第
三
八
号

四
、
七
八
七

町
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
宇
津
谷
四
、
五
三

一

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

三
番
地
の
一
先
（
双
葉
西
保
育
園
東

二
〇
日

側
交
差
点
）

告
示
第
三
八
号

四
、
七
八
八

町
道
新

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
五
、
一
〇
七

一

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

町
大
垈

番
地
先
（
増
坪
久
方
南
側
交
差
点
）

二
〇
日

線

告
示
第
三
八
号

四
、
七
八
九

町
道

北
巨
摩
郡
長
坂
町
大
八
田
二
〇
九
番

二

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
Ｊ
マ
ー
ト
歩
行
者
用
出
入
口

二
〇
日

前
丁
字
路
交
差
点
）

告
示
第
三
八
号

四
、
七
九
〇

町
道

北
巨
摩
郡
長
坂
町
夏
秋
七
八
〇
番
地

一

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

の
一
先(

夏
秋
公
民
館
南
側
交
差
点)

二
〇
日

告
示
第
三
八
号

四
、
七
九
一

県
道
須

北
巨
摩
郡
大
泉
村
西
井
出
八
、
二
四

一

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

玉
八
ヶ

〇
番
地
の
一
、
八
一
一
先
（
飯
島
武

二
〇
日

岳
公
園

宏
方
西
側
）

告
示
第
三
八
号

線

四
、
七
九
二

県
道
須

北
巨
摩
郡
大
泉
村
西
井
出
八
、
二
四

二

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

玉
八
ヶ

〇
番
地
の
一
先
（
八
ヶ
岳
い
ず
み
荘

二
〇
日

岳
公
園

東
側
交
差
点
）

告
示
第
三
八
号

線

四
、
七
九
三

県
道
須

北
巨
摩
郡
大
泉
村
西
井
出
八
、
二
四

一

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

玉
八
ヶ

〇
番
地
の
四
、
三
二
三
先
（
大
開
上

二
〇
日

岳
公
園

バ
ス
停
前
交
差
点
）

告
示
第
三
八
号

線

四
、
七
九
四

広
域
営

北
巨
摩
郡
高
根
町
東
井
出
二
、
六
五

一

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

農
団
地

〇
番
地
の
一
先
（
船
形
神
社
前
交
差

二
〇
日

八
ヶ
岳

点
）

告
示
第
三
八
号

地
区
幹

線
一
号

四
、
七
九
五

県
道
長

北
巨
摩
郡
高
根
町
箕
輪
三
〇
七
番
地

二

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

坂
高
根

の
一
先
（
清
水
英
明
方
南
西
角
交
差

二
〇
日

線

点
）

告
示
第
三
八
号

四
、
七
九
六

町
道

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
一
、
七
五
四
番

二

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

地
の
一
先
（
花
パ
ー
ク
フ
ィ
オ
ー
レ

二
〇
日

小
淵
沢
西
側
入
口
交
差
点
）

告
示
第
三
八
号

四
、
七
九
七

町
道

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
二
、
一
〇
四
番

一

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
浅
尾
秀
雄
方
西
側
交
差
点
）

二
〇
日

告
示
第
三
八
号

四
、
七
九
八

町
道

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
二
、
一
四
二
番

一

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
ス
ー
パ
ー
エ
ビ
ス
ヤ
東
側
交

二
〇
日

差
点
）

告
示
第
三
八
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「
一
、
五

県
道
甲

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
成

一
、
八
九
〇

車
両（

五
〇

南
甲
平
成
一
三

二
五

府
玉
穂

島
一
、
二
八
九
番
地

原
付
・

府

年
八
月
九

中
道
線

の
三
先
（
町
道
上
成

け
ん
引

日

島
中
楯
線
と
の
丁
字

①
②
③

告
示
第
三

路
交
差
点
）
か
ら
中

を
除
く

二
号

巨
摩
郡
玉
穂
町
乙
黒

。)

七
六
七
番
地
の
一
先

（
田
中
公
則
方
東
側

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「
一
、
五

県
道
甲

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
成

一
、
八
九
〇

車
両（

五
〇

南
甲
平
成
一
三

二
五

府
玉
穂

島
一
、
二
八
九
番
地

原
付
・

府

年
八
月
九

中
道
線

の
三
先
（
町
道
上
成

け
ん
引

日

島
中
楯
線
と
の
丁
字

①
②
③

告
示
第
三

路
交
差
点
）
か
ら
中

を
除
く

二
号

巨
摩
郡
玉
穂
町
乙
黒

。)

七
六
七
番
地
の
一
先

（
田
中
公
則
方
東
側

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
五

富
士
川

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
上

二
、
五
〇
〇

車
両（

五
〇

小
笠
平
成
一
三

二
六

西
部
広

宮
地
一
、
五
三
八
番

原
付
・

原

年
九
月
二

域
農
道

地
先
（
依
田
三
郎
方

け
ん
引

〇
日

東
側
交
差
点
）
か
ら

①
②
③

告
示
第
三

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
中

を
除
く

八
号

野
二
、
四
七
五
番
地

。)

先
（
栗
ノ
木
尾
橋
北

方
約
一
〇
〇
メ
ー
ト

ル
十
字
路
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

一
、
五

市
道
穂

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久

二
、
一
五
〇

車
両（

三
〇

韮
崎
平
成
一
三

二
七

坂
三
九

保
七
八
三
番
地
の
六

け
ん
引

年
九
月
二

号
線

先
（
権
現
橋
西
詰
交

③
を
除

〇
日

差
点
）
か
ら
北
巨
摩

く
。)

告
示
第
三

郡
双
葉
町
宇
津
谷
八

八
号

、
八
九
一
番
地
の
三

先
（
茅
が
岳
広
域
農

道
と
の
交
差
点
）
ま

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
二
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

五
一
七



で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「
一
〇
、
二
〇
八

市
道
上

富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
、
〇
〇
二
番

富
士
吉
平
成
一
三
年
八
月

吉
田
忍

地
先
（
イ
ッ
ツ
モ
ア
城
山
店
北
東
角

田

九
日

野
線

交
差
点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

」

を「
一
〇
、
二
〇
八

市
道
上

富
士
吉
田
市
上
吉
田
三
、
〇
〇
二
番

富
士
吉
平
成
一
三
年
八
月

吉
田
忍

地
先
（
イ
ッ
ツ
モ
ア
城
山
店
北
東
角

田

九
日

野
線

交
差
点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
〇
、
二
〇
九

町
道
櫛

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
上
今
井
八
七
〇
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

形
若
草

地
先
（
県
営
豊
団
地
北
側
交
差
点
東

二
〇
日

線

側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
一
〇

町
道
櫛

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
上
今
井
九
九
六
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

形
若
草

地
先
（
県
営
豊
団
地
北
側
交
差
点
西

二
〇
日

線

側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
一
一

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
吉
田
八
八
五
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

の
三
先
（
功
刀
住
宅
北
側
交
差
点
南

二
〇
日

側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
一
二

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
上
今
井
一
、
〇
二

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

二
番
地
先
（
功
刀
住
宅
北
側
交
差
点

二
〇
日

北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
一
三

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
沢
登
五
二
二
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

の
一
先
（
斎
藤
鶴
義
方
東
側
・
北
進

二
〇
日

車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
一
四

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
沢
登
五
〇
六
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

の
二
先
（
佐
久
間
た
け
の
方
西
側
・

二
〇
日

南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
一
五

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
十
五
所
一
、
一
六

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

三
番
地
の
一
先
（
原
方
北
側
・
北
進

二
〇
日

車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
一
六

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
十
五
所
一
、
〇
九

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

〇
番
地
先
（
深
沢
司
朗
方
北
東
方
交

二
〇
日

差
点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
一
七

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
十
五
所
一
、
〇
八

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

八
番
地
の
二
先
（
深
沢
司
朗
方
北
東

二
〇
日

方
交
差
点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
一
八

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
十
五
所
一
、
〇
八

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

二
番
地
の
二
先
（
深
沢
司
朗
方
北
西

二
〇
日

方
交
差
点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
一
九

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
十
五
所
九
六
七
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

地
の
三
先
（
深
沢
司
朗
方
北
西
方
交

二
〇
日

差
点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
二
〇

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
十
五
所
九
七
四
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
花
輪
家
慰
霊
塔
北
西
角
交
差

二
〇
日

点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
二
一

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
十
五
所
九
六
四
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
花
輪
家
慰
霊
塔
北
西
角
交
差

二
〇
日

点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
二
二

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
小
笠
原
一
、
二
二

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

六
番
地
の
一
先
（
県
営
櫛
形
小
笠
原

二
〇
日

団
地
南
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
二
三

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
曲
輪
田
一
、
一
七

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

二
番
地
先
（
き
た
の
み
や
橋
北
西
詰

二
〇
日

交
差
点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
二
四

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
曲
輪
田
一
、
一
七

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

一
番
地
の
三
先
（
き
た
の
み
や
橋
北

二
〇
日

西
詰
交
差
点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
二
五

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
曲
輪
田
一
、
一
六

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

九
番
地
の
一
先
（
き
た
の
み
や
橋
南

二
〇
日

西
詰
交
差
点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
二
六

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
曲
輪
田
一
、
一
六

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

九
番
地
先
（
き
た
の
み
や
橋
南
西
詰

二
〇
日

交
差
点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
二
七

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
上
野
一
〇
〇
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
新
上
野
橋
南
方
交
差
点
西
側
・

二
〇
日

東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
二
八

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
上
野
一
八
七
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
新
上
野
橋
南
方
交
差
点
東
側
・

二
〇
日

西
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
二
九

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
上
野
一
二
七
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
諏
訪
神
社
北
西
方
交
差
点
西
側

二
〇
日

・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
三
〇

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
上
野
一
五
五
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
諏
訪
神
社
北
西
方
交
差
点
東
側

二
〇
日
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・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
三
一

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
下
市
之
瀬
一
、
五

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

四
五
番
地
の
九
先
（
甲
州
貨
物
運
送

二
〇
日

北
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
三
二

町
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
下
市
之
瀬
一
、
五

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

四
五
番
地
の
九
先
（
甲
州
貨
物
運
送

二
〇
日

南
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
三
三

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
川
上
五
四
一
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
北
落
合
橋
南
側
・
西
進
車
両
）

二
〇
日

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
三
四

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
川
上
六
八
一
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
川
上
天
神
社
南
側
･
東
進
車
両)

二
〇
日

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
三
五

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
川
上
六
二
六
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
法
教
寺
西
側
・
西
進
車
両
）

二
〇
日

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
三
六

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
川
上
六
三
六
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
小
松
忠
夫
方
西
方
交
差
点
西
側

二
〇
日

・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
三
七

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
川
上
七
〇
一
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
小
松
忠
夫
方
西
方
交
差
点
東
側

二
〇
日

・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
三
八

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
落
合
七
五
六
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

の
四
先(

市
橋
組
西
側
・
南
進
車
両)

二
〇
日

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
三
九

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
清
水
一
四
九
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

の
四
先
（
長
沢
治
郎
方
南
東
角
交
差

二
〇
日

点
西
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
四
〇

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
清
水
二
三
六
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
長
沢
治
郎
方
南
東
角
交
差
点
東

二
〇
日

側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
四
一

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
清
水
二
五
六
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
細
倉
建
設
工
業
㈱
東
側
交
差
点

二
〇
日

北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
四
二

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
清
水
二
六
四
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
細
倉
建
設
工
業
㈱
東
側
交
差
点

二
〇
日

南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
四
三

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
西
南
湖
三
〇
四
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
内
中
銀
キ

二
〇
日

ャ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ナ
ー
東
側
・
南
進
車

告
示
第
三
八
号

両
）

一
〇
、
二
四
四

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
西
南
湖
二
六
五
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
西
側
・
南

二
〇
日

進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
四
五

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
西
南
湖
二
九
四
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
北
側
交
差

二
〇
日

点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
四
六

町
道

中
巨
摩
郡
甲
西
町
西
南
湖
三
〇
八
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
北
側
交
差

二
〇
日

点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
四
七

町
道

中
巨
摩
郡
若
草
町
藤
田
一
、
四
六
〇

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

番
地
先
（
割
烹
味
乃
里
西
側
・
北
進

二
〇
日

車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
四
八

町
道

中
巨
摩
郡
若
草
町
藤
田
一
、
五
一
六

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

番
地
の
二
先
（
手
作
り
ケ
ー
キ
パ
ピ

二
〇
日

ヨ
ン
西
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
四
九

町
道

中
巨
摩
郡
白
根
町
飯
野
三
、
七
〇
三

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

番
地
の
三
先
（
グ
ン
ゼ
㈱
山
梨
物
流

二
〇
日

セ
ン
タ
ー
東
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
五
〇

町
道

中
巨
摩
郡
白
根
町
桃
園
三
四
〇
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
巨
摩
共
立
病
院
東
側
・
北
進
車

二
〇
日

両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
五
一

町
道
一

中
巨
摩
郡
白
根
町
上
八
田
六
三
一
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

級
幹
線

地
先
（
上
八
田
公
民
館
西
側
十
字
路

二
〇
日

五
号
線

交
差
点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
五
二

町
道
一

中
巨
摩
郡
白
根
町
上
八
田
一
、
〇
二

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

級
幹
線

〇
番
地
先
（
上
八
田
公
民
館
西
側
十

二
〇
日

五
号
線

字
路
交
差
点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
五
三

百
田
地

中
巨
摩
郡
八
田
村
徳
永
一
、
六
三
六

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

区
幹
線

番
地
先
（
㈱
富
士
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ

二
〇
日

農
道

ス
北
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
五
四

村
道

中
巨
摩
郡
八
田
村
徳
永
三
五
七
番
地

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

先
（
清
水
誠
方
東
側
・
北
進
車
両
）

二
〇
日

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
五
五

村
道

中
巨
摩
郡
八
田
村
下
高
砂
一
三
九
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月

地
の
一
先
（
山
本
方
東
側
・
南
進
車

二
〇
日

両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
五
六

村
道

中
巨
摩
郡
八
田
村
上
高
砂
九
五
八
番

小
笠
原
平
成
一
三
年
九
月
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地
先
（
神
明
橋
西
詰
交
差
点
南
側
・

二
〇
日

北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
五
七

市
道
藤

韮
崎
市
藤
井
町
北
下
条
一
、
三
一
四

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

井
一
六

番
地
先
（
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
㈱
韮

二
〇
日

号
線

崎
寮
研
修
セ
ン
タ
ー
西
方
丁
字
路
交

告
示
第
三
八
号

差
点
東
側
・
西
進
車
両
）

一
〇
、
二
五
八

市
道

韮
崎
市
藤
井
町
駒
井
一
、
九
一
二
番

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
韮
崎
北
東
小
学
校
正
門
前
交

二
〇
日

差
点
東
側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
五
九

市
道
穂

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
七
六
六
番
地

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

坂
三
八

の
一
先
（
和
食
処
た
か
清
北
側
・
北

二
〇
日

号
線

進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
六
〇

市
道
穂

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
九
七
五
番
地

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

坂
三
四

先
（
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
㈱
山
梨
事

二
〇
日

号
線

業
所
北
側
丁
字
路
交
差
点
東
側
・
西

告
示
第
三
八
号

進
車
両
）

一
〇
、
二
六
一

市
道
穂

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
七
〇
二
番
地

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

坂
七
九

先
（
日
本
化
工
機
材
㈱
山
梨
事
業
所

二
〇
日

号
線

東
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
六
二

町
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
四
、
七
五
一

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

番
地
の
五
先
（
ホ
テ
ル
ユ
ー
ト
ピ
ア

二
〇
日

西
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
六
三

町
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
四
、
七
五
〇

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

番
地
の
三
先
（
ホ
テ
ル
ユ
ー
ト
ピ
ア

二
〇
日

西
方
茅
ケ
岳
広
域
農
道
と
の
十
字
路

告
示
第
三
八
号

交
差
点
北
側
・
南
進
車
両
）

一
〇
、
二
六
四

町
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
四
、
七
五
〇

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

番
地
の
二
先
（
ホ
テ
ル
ユ
ー
ト
ピ
ア

二
〇
日

西
方
茅
ケ
岳
広
域
農
道
と
の
十
字
路

告
示
第
三
八
号

交
差
点
南
側
・
北
進
車
両
）

一
〇
、
二
六
五

町
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
四
、
九
二
六

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

番
地
の
二
先
（
内
外
機
材
東
側
・
南

二
〇
日

進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
六
六

町
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
井
二
、
〇
五

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

八
番
地
先
（
内
藤
健
一
方
北
西
方
Ｙ

二
〇
日

字
路
交
差
点
東
側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
六
七

町
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
井
二
、
〇
五

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

九
番
地
の
一
先
（
内
藤
健
一
方
西
方

二
〇
日

丁
字
路
交
差
点
西
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
六
八

町
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
井
二
、
〇
二

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

七
番
地
先
（
山
口
義
信
方
東
方
交
差

二
〇
日

点
東
側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
六
九

町
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
宇
津
谷
一
、
七
九

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

二
番
地
先
（
農
の
駅
入
口
交
差
点
北

二
〇
日

側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
七
〇

町
道

北
巨
摩
郡
須
玉
町
小
倉
二
〇
〇
番
地

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

先
（
Ｊ
Ａ
梨
北
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
南

二
〇
日

側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
七
一

町
道

北
巨
摩
郡
須
玉
町
小
倉
一
、
一
六
〇

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

番
地
先
（
㈱
桂
精
機
製
作
所
山
梨
工

二
〇
日

場
東
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
七
二

町
道

北
巨
摩
郡
須
玉
町
東
向
一
、
〇
一
四

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

番
地
先
（
国
道
一
四
一
号
と
の
丁
字

二
〇
日

路
交
差
点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
七
三

村
道
二

北
巨
摩
郡
明
野
村
三
之
蔵
二
〇
二
番

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

九
一
号

地
の
一
先
（
三
之
蔵
バ
ス
停
前
丁
字

二
〇
日

線

路
交
差
点
西
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
七
四

村
道
三

北
巨
摩
郡
明
野
村
三
之
蔵
七
二
五
番

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

三
三
号

地
の
一
先
（
明
野
村
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

二
〇
日

線

前
十
字
路
交
差
点
東
側
･
西
進
車
両)

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
七
五

村
道
二

北
巨
摩
郡
明
野
村
小
笠
原
二
、
〇
六

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

九
一
号

三
番
地
先
（
斉
藤
実
方
西
方
十
字
路

二
〇
日

線

交
差
点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
七
六

村
道
二

北
巨
摩
郡
明
野
村
小
笠
原
二
、
〇
六

韮
崎

平
成
一
三
年
九
月

九
一
号

四
番
地
の
一
先
（
斉
藤
実
方
西
方
十

二
〇
日

線

字
路
交
差
点
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
七
七

町
道

北
巨
摩
郡
高
根
町
箕
輪
三
〇
七
番
地

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

の
一
先
（
清
水
英
明
方
南
西
角
交
差

二
〇
日

点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

一
〇
、
二
七
八

町
道

北
巨
摩
郡
高
根
町
清
里
三
、
五
四
五

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

番
地
の
九
五
八
先
（
丘
の
公
園
入
口

二
〇
日

交
差
点
北
西
方
十
字
路
交
差
点
南
側

告
示
第
三
八
号

・
北
進
車
両
）

一
〇
、
二
七
九

町
道

北
巨
摩
郡
高
根
町
清
里
三
、
五
四
五

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

番
地
の
九
六
〇
先
（
丘
の
公
園
入
口

二
〇
日

交
差
点
北
西
方
十
字
路
交
差
点
北
側

告
示
第
三
八
号

・
南
進
車
両
）

一
〇
、
二
八
〇

町
道

北
巨
摩
郡
高
根
町
東
井
出
一
一
三
番

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
出
羽
保
方
東
側
町
道
と
の
丁

二
〇
日

字
路
交
差
点
東
側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
八
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
二
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

五
二
〇



一
〇
、
二
八
一

町
道

北
巨
摩
郡
高
根
町
東
井
出
一
一
三
番

長
坂

平
成
一
三
年
九
月

地
先
（
出
羽
保
方
東
側
広
域
農
道
と

二
〇
日

の
丁
字
路
交
差
点
西
側
・
東
進
車
両)

告
示
第
三
八
号

」

に
改
め
る
。

そ
　
の
　
他

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号

地
方
労
働
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会

会
　
長
　
　
丸
　
　
山
　
　
公
　
　
夫

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
運
営
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七
　
個
別
的
労
使
紛
争
に
係
る
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
関
係
当
事
者
に
対
す
る
通
知
及
　

び
知
事
に
対
す
る
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
二
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

五
二
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
二
十
九
号
　
　
平
成
十
三
年
九
月
二
十
日

五
二
二


